
●踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案

交通の安全の確保とその円滑化を図るため、踏切道改良促進法の指定期限を５年間延長す
るほか、地域と連携した幅広い踏切道の対策を促進するための措置を講じるとともに、民間によ
る維持管理・利便性向上を促進するための道路協力団体制度の創設、道路上の不法占用物件
に係る対策の強化等の所要の措置を講ずる。

②道路法の一部改正

①踏切道改良促進法の一部改正

◆依然として多い踏切事故・渋滞

＜日切れ扱い、予算関連法律案＞

◆道路の安全確保、利便性向上の必要性

民間団体等の活動と連携し

て道路の管理の一層の

充実を図る必要

民間団体等によるスムーズ

な活動環境を整える必要

看板等による点字ブロック

の遮断、強風に煽られたの

ぼり旗による交通への危険

等が存在

○改良すべき踏切道の指定期限を５年間延長
（H28～32年度）

※ 課題のある踏切は、改良の方法が合意されていなくと
も指定する仕組みに改正。

踏切道、歩道等を含めた道路及び鉄道の安全性の向上、交通の円滑化

地域の関係者と連携し、地域の実情に応じた対策

を検討

法施行(S36年)後50年で、
• 踏切数半減(約7万→約3.4万)
• 遮断機の無い踏切も約１割まで減少

 踏切事故は約１日に１件、約４日に
１人死亡 ※踏切事故件数248件、

死亡者数92人（H26年度）

死亡者に占める歩行者の割合：約８割/
（うち65歳以上の高齢者：約４割）

 開かずの踏切は約600箇所存在する
一方、 立体交差化等の抜本対策に
は長期間が必要
※開かずの踏切の事故件数は他の踏切の約４倍

 現行法に基づく踏切改良の方法は、
• 立体交差化
• 構造の改良
• 保安設備の整備 等に限定

 鉄道事業者・道路管理者以外の地域
の関係者と連携した取組が必要

○改良方法を検討するための協議会制度の創設

従前の対策に加え、当面の対策（カラー舗装等）や
踏切周辺対策（駅周辺の駐輪場整備やバリアフリー化等

による踏切横断交通量の低減）等を位置づけ、ソフト・
ハード両面からできる対策を総動員

◆改正概要

※保安設備整備に係る補助制度の拡充により、高齢者
等の歩行者事故対策を強化。
また、連続立体交差化を無利子貸付で支援（継続）。

改正法に基づき、課題のある踏切を指定※し、
H32年度までに下記の達成を目指す。

※少なくとも1,000箇所以上を指定。

・踏切事故件数：約１割削減
(H26年度 248件 → Ｈ32年度 約220件)

・踏切遮断による損失時間：約５％削減
(H25年度 約123万人・時/日 → H32年度 約117万人・時/日)

○不法占用物件に係る対策の強化

○道路協力団体制度の創設

道路管理者が、車両からの落下物等だけでなく、

交通に危険を及ぼす不法に設置された看板等を

除去可能に

清掃や道路の陥没等の

異常発見等、民間団体等

による道路管理の充実、
道路の利便増進等
（占用許可等の手続を簡素化）

上：活動例
（ｼｪｱｻｲｸﾙ施設

整備等）

◆改正概要

下：活動例
（ｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪ設置）

○踏切道の改良方法の拡充


